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市第71号議案 

   横浜市火災予防条例の一部改正 

 横浜市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成26年９月３日提出 

横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市火災予防条例の一部を改正する条例 

 横浜市火災予防条例（昭和48年12月横浜市条例第70号）の一部を

次のように改正する。 

 第44条の２中「第51条第１項第４号から第６号まで」を「第51条

第１項第２号から第４号まで」に改める。 

 第51条第１項第１号を削り、同項中第２号を第１号とし、同号の

次に次の１号を加える。 

 (2)  令別表第１(16)項イに掲げる防火対象物（主要構造部を耐火構

造としたもの又は建築基準法第２条第９号の３イ若しくはロの

いずれかに該当するものを除く。）のうち、同表(5)項ロに掲げ

る防火対象物の用途に供される部分（当該用途に供される部分

及び次に掲げる用途に供される部分の床面積の合計が 200 平方

メートル以上の場合に限る。） 

  ア 令別表第１(6)項ロに掲げる防火対象物 

  イ 令別表第１(6)項ハに掲げる防火対象物のうち、児童養護施

設、児童自立支援施設、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（平成17年法律第 123 号）第５条

第15項に規定する共同生活援助を行う施設その他これらに類

するもの（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。
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） 

第51条第１項第３号及び第４号を削り、同項中第５号を第３号と

し、第６号を第４号とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存する防火対象物又は現に新築、増築

、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物にお

ける自動火災報知設備に関する基準については、この条例による

改正後の横浜市火災予防条例第51条第１項の規定にかかわらず、

平成30年３月31日までの間は、なお従前の例による。 

 

   提 案 理 由 

 消防法施行令の一部改正に伴い、自動火災報知設備に関する基準

の整備を図るため、横浜市火災予防条例の一部を改正したいので提

案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 火 災 予 防 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 通 則 ） 

第 44 条 の ２  令 第 ９ 条 の 規 定 は 、 こ の 章 （ 次 条 第 １ 項 、 第 47 条 第 １ 

             第 51 条 第 １ 項 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 
 項 、 第 48 条 第 １ 項 第 ４ 号 、                 、 
             第 51 条 第 １ 項 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で 

 第 54 条 第 １ 項 及 び 第 58 条 第 １ 項 第 １ 号 を 除 く 。） の 規 定 に つ い て 

 、 適 用 す る 。 

 （ 自 動 火 災 報 知 設 備 に 関 す る 基 準 ） 

第 51 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 防 火 対 象 物 ま た は そ の 部 分 に は 、 自 動 火 

 災 報 知 設 備 を 設 け な け れ ば な ら な い 。 

                               
 (1)  令 別 表 第 １ (5) 項 イ に 掲 げ る 防 火 対 象 物 （ 主 要 構 造 部 を 耐 火 構 

                               
  造 と し た も の ま た は 建 築 基 準 法 第 ２ 条 第 ９ 号 の ３ イ も し く は ロ 

                               
  の い ず れ か に 該 当 す る も の を 除 く 。） で 、 延 べ 面 積 が 150 平 方 

            
  メ ー ト ル 以 上 の も の 

 (1)  
    （ 本 文 省 略 ） 
 (2)  

 (2)  令 別 表 第 １ (16)項 イ に 掲 げ る 防 火 対 象 物 （ 主 要 構 造 部 を 耐 火 構  
 

  造 と し た も の 又 は 建 築 基 準 法 第 ２ 条 第 ９ 号 の ３ イ 若 し く は ロ の  
 

  い ず れ か に 該 当 す る も の を 除 く 。） の う ち 、 同 表 (5) 項 ロ に 掲 げ  
 

  る 防 火 対 象 物 の 用 途 に 供 さ れ る 部 分 （ 当 該 用 途 に 供 さ れ る 部 分  
 

  及 び 次 に 掲 げ る 用 途 に 供 さ れ る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 200 平 方  
 

  メ ー ト ル 以 上 の 場 合 に 限 る 。）  
 

  ア  令 別 表 第 １ (6) 項 ロ に 掲 げ る 防 火 対 象 物  
 

  イ  令 別 表 第 １ (6) 項 ハ に 掲 げ る 防 火 対 象 物 の う ち 、 児 童 養 護 施  
 

   設 、 児 童 自 立 支 援 施 設 、 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総  
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   合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （ 平 成 17 年 法 律 第 123 号 ） 第 ５ 条  
 

   第 15 項 に 規 定 す る 共 同 生 活 援 助 を 行 う 施 設 そ の 他 こ れ ら に 類  
 

   す る も の （ 利 用 者 を 入 居 さ せ 、 又 は 宿 泊 さ せ る も の に 限 る 。  
 

   ）  
 

                               
(3)  令 別 表 第 １ (6) 項 ハ に 掲 げ る 防 火 対 象 物 （ 主 要 構 造 部 を 耐 火 構  

                               
  造 と し た も の 又 は 建 築 基 準 法 第 ２ 条 第 ９ 号 の ３ イ 若 し く は ロ の  

                               
  い ず れ か に 該 当 す る も の を 除 く 。） の う ち 、 児 童 養 護 施 設 、 児  

                               
  童 自 立 支 援 施 設 （ 通 所 施 設 を 除 く 。）、 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び  

                               
  社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （ 平 成 17 年 法 律 第 123  

                               
  号 ） 第 ５ 条 第 15 項 に 規 定 す る 共 同 生 活 援 助 を 行 う 施 設 そ の 他 こ  

                               
  れ ら に 類 す る も の （ 次 号 に お い て 「 児 童 養 護 施 設 等 」 と い う 。  

                        
  ） で 、 延 べ 面 積 が 200 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の  

                               
 (4)  令 別 表 第 １ (16) 項 イ に 掲 げ る 防 火 対 象 物 （ 主 要 構 造 部 を 耐 火 構  

                               
  造 と し た も の 又 は 建 築 基 準 法 第 ２ 条 第 ９ 号 の ３ イ 若 し く は ロ の  

                               
  い ず れ か に 該 当 す る も の を 除 く 。） の う ち 、 同 表 (5) 項 ロ 若 し く  

                               
  は (6) 項 ロ に 掲 げ る 防 火 対 象 物 又 は 児 童 養 護 施 設 等 の 用 途 に 供 さ  

                               
  れ る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 200 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の の 当 該  

           
  用 途 に 供 す る 部 分  

 (3)  
   （ 本 文 省 略 ）  
 (5)  

 (4)  
  （ 本 文 省 略 ）  
(6)  

   （ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ）  

 


